
決算書掲載頁　299・301・303・305

疾病や負傷の治療を目的とした医療サービスを給付する。
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疾病や負傷の治療を目的とした医療サービスを給付する。
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退職被保険者等

適正に保険給付費の支払いを執行する。
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細事業：一般被保険者療養給付費                                

１．一般被保険者療養給付費 

一般被保険者が保険医療機関で受診などした場合の療養の給付として、「未就学児」については総医療費の８割、

「若人（就学から 70歳未満の者）」及び「70歳以上現役並み所得者」については総医療費の７割、「70歳以上一般

（現役並み所得者以外）」については総医療費の８割を給付した。また、入院時食事療養費についても、食事療養費

の総額から自己負担額である標準負担額を除いたものを給付した。 

                                           （単位：件、円） 

  
件数 費用額 保険者負担分 一部負担金 他法負担分 

未就学児 
療養の給付等 13,485  141,054,070  112,652,658  8,152,204  20,249,208  

うち食事療養 111  977,510  591,410  81,120  304,980  

若年 
療養の給付等 283,719  6,150,881,774  4,302,446,313  1,621,235,727  227,199,734  

うち食事療養 3,853  112,561,309  75,535,869  34,519,980  2,505,460  

70 歳以上現役並み 療養の給付等 15,257  363,809,768  254,335,348  105,306,722  4,167,698  

所得者 うち食事療養 214  4,231,128  2,630,308  1,568,580  32,240  

70 歳以上一般 
療養の給付等 162,926  3,785,624,794  3,020,731,803  539,588,735  225,304,256  

うち食事療養 2,321  60,393,574  40,546,034  18,560,620  1,286,920  

合計 
療養の給付等 475,387  10,441,370,406  7,690,166,122  2,274,283,388  476,920,896  

うち食事療養 6,499  178,163,521  119,303,621  54,730,300  4,129,600  

 

細事業：退職被保険者等療養給付費                             

１．退職被保険者等療養給付費 

退職被保険者等が保険医療機関で受診などした場合の療養の給付として、「未就学児」については総医療費の８割、

「若人（就学から 65歳未満の者）」については総医療費の７割を給付した。また、入院時食事療養費についても、

食事療養費の総額から自己負担額である標準負担額を除いたものを給付した。 

 

（単位：件、円） 

  
件数 費用額 保険者負担分 一部負担金 他法負担分 

未就学児 
療養の給付等 8  76,470  61,176  4,000  11,294  

うち食事療養 0  0  0  0  0  

若人 
療養の給付等 37,634  769,736,568  538,448,936  215,073,249  16,214,383  

うち食事療養 430  10,695,318  7,120,078  3,462,320  112,920  

合計 
療養の給付等 37,642  769,813,038  538,510,112  215,077,249  16,225,677  

うち食事療養 430  10,695,318  7,120,078  3,462,320  112,920  

 

 


